
 

平成２２年度当初予算 施策別概要 

 
 
                   12201 教育改革の推進       （教育委員会） 

                   12202  児童生徒の基礎学力の向上  （教育委員会） 

  （主担当部：教育委員会）     12203  特色ある教育の推進       （教育委員会） 

                   12204 特別支援教育の推進      （教育委員会） 

                   12205 健やかな心を育む教育の推進  （教育委員会） 

                   12206 子どもたちの安全の確保と健康の増進 
（教育委員会） 

                   12207 教職員の資質の向上          （教育委員会） 

                   12208 学校施設等学習環境の整備    （教育委員会） 

                   12209 私学教育の振興             （生活・文化部）  

＜施策の目的＞ 

（対象）児童生徒が 

（意図）学校教育により、それぞれの個性や能力を伸ばすとともに、楽しく安心して学んでいる 

 

＜施策の数値目標＞ ２１年度実績値は１月末現在で把握できる見込み値を示しています。 

 ※ 小学校５年生、中学校２年生、高等学校２年生の児童生徒を対象とする「学校生活につい

てのアンケート（授業内容の理解、質問できる雰囲気、相談できる雰囲気、学校生活の安心
感、目的意識の有無、学校施設への満足感の６項目）」の平均値から算出した、学校に満足

している割合 

 
＜進捗状況（現状と課題）＞ 
・ 児童生徒の学力や学習意欲の低下が懸念されている中、学力の定着・向上をはかるため、基
礎的・基本的な知識や技能を確実に習得させるとともに、これらを活用する力を育成する必要
があります。 

施策目標項目（主指標）  H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 

目標値 － 70.5% 72.0% 73.5% 75.0% 学校に満足している児童生徒

の割合 実績値 68.8% 70.9% 72.7% 74.5%  

県の取組目標項目（副指標）  H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 

目標値 － 79.0% 81.0% 83.0% 85.0% 授業内容を理解している児童

生徒の割合 実績値 76.4% 76.8% 78.7% 79.8%  

目標値 － 52.0% 62.0% 82.0% 92.0% 学校経営品質に基づき改善活

動に取り組んでいる学校の割合 実績値 42.0% 59.0% 78.0%   

目標値 － 29.0% 31.0% 33.0% 34.0% 特別支援教育を受けている生

徒の進学および就労の割合 実績値 27.4% 29.3% 23.8%   

１２２ 学校教育の充実 



 

・ 障がいのある児童生徒一人ひとりの能力や可能性を伸ばし、自立や社会参画を支援するため、
関係機関とも連携しながら、特別支援教育を充実させる必要があります。 

・ いじめ、暴力行為等問題行動の要因が多様化・複雑化しているため、地域や関係機関と連携
して未然防止に努めるとともに、特に課題の多い学校への支援を充実させる必要があります。 

・ 子どもたちが生涯にわたって望ましい食習慣を身につけ、健康な生活をおくれるよう、学校
と家庭、地域が連携して、食に関する指導を一層推進する必要があります。 

・ 子どもたちの体力を向上させるため、地域との連携を深め、学校体育の充実や運動機会の拡
充に取り組む必要があります。 

・ 緊急の課題となっている新型インフルエンザ対策や高校生の就職対策について、関係機関と

連携して、効果的な対策を講じていく必要があります。 
・ 私学経営の厳しさが増している中、今後とも、より特色と魅力のある教育を推進し、県民か

ら選ばれる学校になるよう支援する必要があります。 
 
＜平成２２年度の取組方向＞ 

① 本県教育の目指すべき姿とその実現に向けた施策の方向性を示す「次期教育振興ビジョン
（仮称）」を策定します。 

② 30 人学級をはじめとする、きめ細かくいきとどいた少人数教育を推進するとともに、指導
方法の工夫改善を一層充実させ、その成果や方策等を市町教育委員会や学校に広く普及・啓発
し、学力の定着・向上につなげます。また、医療・福祉系への進路支援や発達段階に応じたキ

ャリア教育など社会の変化やニーズに対応した教育を推進します。 
③ 学校経営品質の基本理念を確実に定着させるため、各学校を支援するとともに、経験や役割
に応じた体系的な研修による教職員の資質向上に取り組み、児童生徒、保護者、地域から信頼
される活力ある学校づくりを推進します。 

④ 障がいのある児童生徒が、将来自立して社会参画できるよう、早期からの一貫した支援体制

と特別支援学校における教育活動を充実させるとともに、労働・福祉関係機関等とのネットワ
ークを活用して就労率の向上をめざします。 

⑤ 日本語指導が必要な外国人児童生徒が、日本語や学校での生活習慣を早期に習得できるよう、
巡回相談員の派遣などを通して適切に支援・指導します。 

⑥ いじめ、暴力行為等問題行動の解決のため、課題の多い学校を中心に支援するとともに、不

登校の子どもたちや保護者の心の悩みや不安を解消するため、教育相談体制を一層充実させま
す。 

⑦ 学校教育活動全体で食に関する指導を推進し、アレルギー疾患を有する子どもへの適切な対
応や学校給食への地場産物の積極的な導入の支援などに取り組みます。 

⑧ 子どもたちが意欲的・主体的に運動に親しむよう、関係機関等と連携するとともに、地域の

指導者等を活用して、体育の授業や運動部活動を充実させます。 
⑨ 新型インフルエンザ対策について、市町教育委員会や関係機関等との連携を緊密にして情報
を共有しながら、感染の予防と拡大防止などに取り組みます。 

⑩ 厳しい雇用情勢の中にあっても、高校生が希望する業種・職種に就職できるよう、三重労働
局や経済団体等関係機関との連携を強化し、求人開拓や就職相談・指導などを充実させます。 

⑪ 公立高校授業料の無償化など国において新たな教育施策の実施が検討されていることから、
その動向を注視し、適切に対応していきます。 

⑫ 私立学校については、特色ある教育に積極的に取り組む学校への支援を充実させ、教育条件
の維持向上や修学上の経済的負担の軽減のための支援に取り組みます。 

 
 
 



 

＜主な事業＞ 
①  次期教育振興ビジョン（仮称）策定事業【基本事業名：12201教育改革の推進】 

(第１０款 教育費 第１項 教育総務費 ２事務局費) 
  予算額：(21) ４１９千円 → (22) ６，５００千円 

  事業概要：今後の三重の教育の指針として「次期教育振興ビジョン（仮称）」を策定すると
ともに、有効に機能させていくため、県民の皆様への周知と教職員への浸透をは
かります。   

 
②（重）少人数教育推進事業 

(第１０款 教育費 第２項 小学校費 １教職員費) 
(第１０款 教育費 第３項 中学校費 １教職員費) 

予算額：(21) １，３６４，６７４千円 → (22) １，４２１，９９１千円 
事業概要：小中学校において、各学校の実情に応じ、少人数授業などの拡大をはかるため、

教員の配置を拡充(小学校：３５人→４０人、中学校：８人→１２人)し、きめ細

かな少人数教育をより一層推進します。また、 小学校１、２年生での３０人学
級（下限２５人)及び中学校１年生での３５人学級(下限２５人、実情に応じて２
年生あるいは３年生に弾力的に振替)を継続します。 

 
③（新）小学校における学力定着調査研究事業 

【基本事業名：12202 児童生徒の基礎学力の向上】 
(第１０款 教育費  第１項 教育総務費 ４教育指導費) 

  予算額：(21) － 千円 → (22) ８，０００千円 

事業概要：小学校における基礎的・基本的な知識・技能の習得をはかるため、国語科、算数 
科を中心に、学校全体で学力の定着と向上のシステムづくりに取り組み、計画的・ 
継続的に課題の改善を進めます。（１０市町実施予定） 
 

④（新）外国人児童生徒就学支援総合連携推進事業 
【基本事業名：12202 児童生徒の基礎学力の向上】 

(第１０款 教育費  第１項 教育総務費 ４教育指導費) 
予算額：(21)  － 千円 → (22) ２４，０００千円 
事業概要：日本語指導が必要な外国人児童生徒の在籍が多い市町や学校での日本語指導等の

取組を支援します。また、受入体制が十分整備されていない市町や学校にはコー
ディネーター等を巡回配置し、受入体制の確立をはかります。 

 
⑤（新）外国人の子どもの就学支援緊急雇用創出事業 

【基本事業名：12202 児童生徒の基礎学力の向上】 
(第１０款 教育費  第１項 教育総務費 ４教育指導費) 

予算額：(21)  － 千円 → (22) １６，８９０千円 
  事業概要：平成２１年度に実施した外国人の子どもの不就学実態調査の結果等を踏まえ、就

学を促進するため、就学支援員（７人）を配置して家庭訪問等を行うとともに、
就学の案内や相談への対応等により保護者を支援します。また、学校や初期適応
指導教室等における日本語指導や学校生活への適応指導の取組を支援します。 

 
⑥ (新) 高等学校における外国人生徒教育充実支援事業 

【基本事業名：12203 特色ある教育の推進】 
(第１０款 教育費 第１項 教育総務費 ４教育指導費) 

  予算額：(21)  － 千円 → (22) １０，８４９千円 



 

  事業概要：外国人生徒教育に関係する県立高等学校を巡回する相談員（ポルトガル語対応１
人、スペイン語対応１人）を配置し、今後の高等学校における外国人生徒の指導
体制等を整備します。また、日本語指導支援員（３人）を配置し、日本語習得段
階に応じた日本語指導カリキュラムモデルの作成等を行います。 

 
⑦ 医学部等進学向上対策支援事業【基本事業名：12203 特色ある教育の推進】 

(第１０款 教育費 第１項 教育総務費 ４教育指導費) 
  予算額：(21) １，１５１千円 → (22) １，６８９千円 
  事業概要：医学部等理系学部への進学を希望する生徒を対象に、関心・理解を高めるセミナ 

ー等を開催し、医療分野や科学技術分野で活躍できる人材の育成をはかります。 
 

⑧（新）県立学校就労支援総合ネットワーク構築事業【基本事業名：12203特色ある教育の推進】 
(第１０款 教育費 第１項 教育総務費 ４教育指導費) 

  予算額：(21)  － 千円 → (22) １３，１４５千円 

  事業概要：県立高校及び特別支援学校高等部の生徒が、地域の事業所で就労することを通じ
て地域社会に貢献できるよう、企業、経済団体、ハローワーク、市町等と総合的
なネットワークを構築し、地元企業等への就職・定着をはかります。（就労支援
総合マネージャーの配置：６人、キャリア教育推進地域連携会議の設置：７箇所） 

 

⑨（新）発達障がい指導・支援充実事業【基本事業名：12204 特別支援教育の推進】 
(第１０款 教育費 第１項 教育総務費 ４教育指導費) 

予算額：(21) － 千円 → (22) ６,４３３千円 
事業概要：高等学校に在籍する発達障がいのある生徒に対して、専門家チームによるソーシ 

ャルスキルトレーニング、言語指導、教育相談等を行うことにより、中学校から 

の途切れのない指導・支援の充実をはかります。（高等学校への専門家派遣：発
達障がい支援員 ３人、言語聴覚士 １人、医師 １人 等） 

 
⑩ 特別支援学校企業就労実現支援緊急雇用創出事業【基本事業名：12204 特別支援教育の推進】 

(第１０款 教育費 第１項 教育総務費 ４教育指導費) 

  予算額：(21) － 千円 → (22) ４４,０９７千円 
事業概要：特別支援学校に職域開発支援員（１４人）を配置し、生徒の適性と職種・業務と

のマッチング、職場開拓、雇用交渉などを行うことにより、新たな職域の開発を
はかるとともに、企業への就労を促進します。 

 

⑪ 学校非公式サイト対策推進事業【基本事業名：12205 健やかな心を育む教育の推進】 
(第１０款 教育費 第１項 教育総務費 ４教育指導費) 

予算額：(21) １１，１４７千円 → (22) １６，３８６千円 
事業概要：「学校非公式サイト」の現状を検索活動を通じて継続的に把握し、子どもたちの

内面に迫る教育プログラムを作成するとともに、子どもの情報端末機器の使用に

係る責任者である保護者への啓発を組織的に行い、学校、保護者、地域が協働し
て子どもを見守る体制を構築します。 

 
⑫(新) 児童生徒のアレルギー疾患対応推進事業 

【基本事業名：12206 子どもたちの安全の確保と健康の増進 】 

(第１０款 教育費  第７項 保健体育費 １保健体育総務費) 
予算額：(21) － 千円 → (22) １,１９５千円 



 

 
事業概要：アレルギー疾患を有する児童生徒が安心して学校生活をおくることができるよ

う、教職員に必要な判断基準や本県の実情に応じた方策について手引に基づく講
習を実施することにより、学校関係者に周知をはかります。（管理職、保健担当

等を対象とした講習会：3 回開催予定） 
 
⑬（一部新）スクールスポーツライフ支援事業 

【基本事業名：12206 子どもたちの安全の確保と健康の増進 】 
(第１０款 教育費  第７項 保健体育費 ２体育振興費) 

予算額：(21) ５，００５千円 → (22) １８，５４１千円 
事業概要：学校における体育・健康に関する指導を充実させるため、研修等により教員の資

質向上をはかるとともに、体力向上をめざした教育の充実のため、機器の整備や
実践プログラムの提供、小学校体育活動サポート員（１４人）の配置等を行いま
す。 

 
⑭(新) 緊急対策「授業力向上プロジェクト」事業【基本事業名：12207 教職員の資質の向上】 

(第１０款 教育費  第１項 教育総務費 ５総合教育センター費) 
  予算額：(21) － 千円 → (22) ９，５００千円 

事業概要：教職経験の異なる教員が、授業研究を通して継続的に相互研さんして授業改善を

行うことにより、教員の授業力の向上と指導的役割を担う中堅教員の育成をはか
ります。 
 

⑮ 私立高等学校等振興補助金【基本事業名：12209 私学教育の振興】 
(第１０款 教育費 第８項 私学振興費 １私立学校振興費) 

予算額：(21)  ４，４４９，９０４千円 → (22) ４，４９８，１７２千円 
事業概要：公教育の一翼を担っている私立学校（小中高校）において、独自の建学精神に基

づく個性豊かで多様な教育が推進されるとともに、児童生徒の就学上の経済的負
担の軽減をはかるため、経常的経費への支援を行います。（２７校実施予定） 

 

⑯（新）私立高等学校等就学支援金交付事業【基本事業名：12209 私学教育の振興】 
(第１０款 教育費 第８項 私学振興費 １私立学校振興費) 

予算額：(21)  － 千円 → (22) １，７１８，１９１千円 
事業概要：家庭の状況にかかわらず、すべての学ぶ意欲のある高校生等が安心して勉学に打

ち込めるよう、私立高校等に対し、公立高校授業料相当額(低所得者世帯には加

算)を交付します。（約１３，０００人対象） 
 
⑰（新）私立高等学校等入学一時金給付事業補助金【基本事業名：12209 私学教育の振興】 

(第１０款 教育費 第８項 私学振興費 １私立学校振興費) 
予算額：(21)  － 千円 → (22) １０，２００千円 

事業概要：経済的理由により就学が困難な高校生等に対して、入学一時金の一部を助成する
ことにより、就学を支援します。（約３５０人対象） 


